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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】医用画像に含まれる対象物の形状に依らず、精
度良く抽出する画像処理装置を提供する。
【解決手段】画像処理装置は、対象画像であるＣＴ画像
などの医用画像をデータサーバから取得しＳ１１００、
医用画像に含まれる対象物のシード点情報から概略形状
を部分領域ごとに推定しＳ１１２０、推定された複数の
部分形状を結合し、概略形状として取得しＳ１１３０、
概略形状に基づいてリンパ節などの対象物の領域を抽出
するＳ１１４０。
【選択図】図３



(2) JP 2017-12446 A 2017.1.19

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医用画像を取得する画像取得手段と、
　前記対象物に含まれる領域の形状を近似する部分形状を推定し、複数の部分形状を結合
した形状を前記対象物の形状を近似する概略形状として取得する概略形状取得手段と、
　前記概略形状に基づいて前記対象物の領域を抽出する抽出手段と、を有することを特徴
とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記概略形状取得手段は、前記対象物の領域に属する複数の点に基づいて前記複数の部
分形状を推定するように構成されていることを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置
。
【請求項３】
　前記概略形状取得手段は、前記複数の点のうち一つの点を含む領域において、該一つの
点を含む球または楕円体のいずれかを該領域における部分形状とすることにより、前記複
数の部分形状のそれぞれを推定するように構成されていることを特徴とする請求項２に記
載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記概略形状取得手段は、前記複数の点のうち一つの点を含む領域において、該一つの
点を中心とする球または楕円体のいずれかを該領域における部分形状とすることにより、
前記複数の部分形状のそれぞれを推定するように構成されていることを特徴とする請求項
２に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記概略形状取得手段は、前記複数の部分形状を、複数の球としてそれぞれ推定するよ
うに構成されていることを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載の画像
処理装置。
【請求項６】
　前記概略形状取得手段は、前記複数の部分形状を論理和により結合して前記概略形状を
取得するように構成されていることを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか一項に
記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記概略形状取得手段は、前記複数の部分形状を結合した形状に基づいて近似された多
項式で表される曲面を前記概略形状とするように構成されていることを特徴とする請求項
１乃至請求項６のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記概略形状取得手段は、前記概略形状の領域を前記対象物よりも大きな領域とするた
めの係数を前記部分形状の径に乗じて、該概略形状を取得するように構成されていること
を特徴とする請求項７に記載の画像処理装置。
【請求項９】
前記抽出手段は、前記対象物より大きく推定された概略形状の範囲内で前記対象物の領域
を抽出するように構成されていることを特徴とする請求項８に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記抽出手段は、前記概略形状に基づいて前記対象物の領域の仮の輪郭を作成し、前記
仮の輪郭を変形して前記対象物の領域の輪郭を抽出するように構成されていることを特徴
とする請求項１乃至請求項９のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
前記抽出手段は、前記変形を制御するための評価関数を用いて前記対象物の領域の輪郭を
抽出するように構成されていることを特徴とする請求項１０に記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　前記抽出手段は、前記概略形状の輪郭と前記仮の輪郭との距離に基づく項を有する評価
関数を用いて、前記概略形状の輪郭との距離が小さくなるように前記変形を制御して前記
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対象物の領域を抽出するように構成されていることを特徴とする請求項１０又は請求項１
１のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項１３】
　前記評価関数は、抽出された前記対象物の領域の輪郭において濃度値変化が大きくなる
ように前記輪郭の位置を制御するための項と、抽出された前記対象物の領域の輪郭の曲率
が大きくなるように前記輪郭の位置を制御するための項と、をさらに有していることを特
徴とする請求項１２に記載の画像処理装置。
【請求項１４】
　前記概略形状の形状を修正する形状修正手段をさらに有し、
　前記抽出手段は、前記修正された概略形状に基づいて前記対象物の領域を抽出するよう
に構成されていることを特徴とする請求項１乃至請求項１３のいずれか一項に記載の画像
処理装置。
【請求項１５】
　前記形状修正手段は、前記部分形状を論理和で結合して得られる概略形状が不連続であ
る場合に、該概略形状を、該論理和で表される領域に基づいて連続した形状に修正するよ
うに構成されていることを特徴とする請求項１４に記載の画像処理装置。
【請求項１６】
　前記形状修正手段は、該概略形状を構成する部分形状を変更し、前記変更された部分形
状に基づいて該概略形状を修正するように構成されていることを特徴とする請求項１４に
記載の画像処理装置。
【請求項１７】
　前記形状修正手段は、前記概略形状を構成する部分形状である球又は楕円体の中心点の
位置を変更することにより前記部分形状を変更し、前記変更された部分形状に基づいて該
概略形状を修正するように構成されていることを特徴とする請求項１６に記載の画像処理
装置。
【請求項１８】
　前記形状修正手段は、前記概略形状を構成する部分形状である球又は楕円体の径を変更
することにより前記部分形状を変更し、前記変更された部分形状に基づいて該概略形状を
修正するように構成されていることを特徴とする請求項１６又は請求項１７のいずれか一
項に記載の画像処理装置。
【請求項１９】
　前記概略形状と前記抽出された前記対象物の領域との類似度に基づいて、概略形状取得
手段及び抽出手段による処理を継続するか否かを判定する判定手段を更に有することを特
徴とする請求項１４乃至請求項１８のいずれか一項に記載の画像処理装置。
【請求項２０】
　医用画像を取得する画像取得手段と、
　前記医用画像に含まれる対象物の概略形状を、部分領域ごとに推定した複数の部分形状
を結合した形状に基づいて取得する概略形状取得手段と、
　前記概略形状に基づいて、前記対象物の領域を抽出する抽出手段と、を有することを特
徴とする画像処理システム。
【請求項２１】
　前記概略形状取得手段は、前記複数の部分形状を、球又は楕円体としてそれぞれ推定す
るように構成されていることを特徴とする請求項２０に記載の画像処理システム。
【請求項２２】
　医用画像を取得する画像取得ステップと、
　前記医用画像に含まれる対象物の概略形状を、部分領域ごとに推定した複数の部分形状
を結合した形状に基づいて取得する概略形状取得ステップと、
　前記概略形状に基づいて、前記対象物の領域を抽出する抽出ステップと、を有すること
を特徴とする画像処理方法。
【請求項２３】
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　前記概略形状取得ステップにおいて、前記複数の部分形状を、球又は楕円体としてそれ
ぞれ推定することを特徴とする請求項２２に記載の画像処理方法。
【請求項２４】
　請求項２２又は請求項２３のいずれか一項に記載の画像処理方法をコンピュータに実行
させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医用画像に画像処理を施す画像処理装置、画像処理システム、画像処理方法
、画像処理プログラム、に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、医療現場では多くの医用画像が活用されるようになってきている。それに伴い、
医師が医用画像をもとに診断を行ったり、治療方針を検討したりする、いわゆる読影と呼
ばれる作業の負荷が増加している。そこで、コンピュータで医用画像を解析して得られる
情報を診断の助けとするコンピュータ診断支援（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ａｉｄｅｄ　Ｄｉａ
ｇｎｏｓｉｓ：ＣＡＤ）に関する技術への期待が高まっている。かかる技術においては、
病変の特徴を解析したり、良悪性を鑑別したりするために、腫瘍など解析対象領域を特定
して抽出する（対象物を抽出する）精度が重要となる。
【０００３】
　特許文献１には、入力画像から塊状の対象物の形状を近似する円の半径（期待半径）を
求め、期待半径を用いた評価関数に基づいて対象物を抽出することが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５２３１００７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　腫瘍など解析対象となる病変領域の形状は、規則的な塊状（球形、円形）を示すものの
ほか、病変の種類や周辺臓器との接触の状態に依って、楕円体状、分葉状、糸状などの形
状を示すものが存在する。さらに、上述したような複数の形状の特徴を併せ持つ、不規則
な形状を示すものも存在する。対象物の形状を円で近似して対象物を抽出しようとすると
、対象物が不規則な形状を有する場合に、外形を正しく求めることが難しく抽出精度が低
下するおそれがある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施形態に係る画像処理装置は、医用画像を取得する画像取得手段と、前記対
象物に含まれる領域の形状を近似する部分形状を推定し、複数の部分形状を結合した形状
を前記対象物の形状を近似する概略形状として取得する概略形状取得手段と、前記概略形
状に基づいて前記対象物の領域を抽出する抽出手段と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、対象物の外形を、より精度良く抽出することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１実施形態に係る画像処理システムの装置構成を示す図である。
【図２】第１実施形態に係る画像処理システムの機能構成を示す図である。
【図３】第１実施形態に係る画像処理装置１００の処理手順を示す図である。
【図４】第１実施形態に係る部分形状の推定を説明する図である。
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【図５】第１実施形態に係る部分形状の推定を説明する図である。
【図６】第１実施形態に係る部分形状の結合を説明する図である。
【図７】第１実施形態に係る対象物の抽出を説明する図である。
【図８】第１実施形態の変形例４に係る部分形状の結合を説明する図である。
【図９】第２実施形態に係る画像処理システムの機能構成を示す図である。
【図１０】第２実施形態に係る画像処理装置の処理手順を示す図である。
【図１１】第２実施形態に係る概略形状の修正を説明する図である。
【図１２】第２実施形態に係る概略形状の修正を説明する図である。
【図１３】第３実施形態に係る画像処理システムの機能構成を示す図である。
【図１４】第３実施形態に係る画像処理装置の処理手順を示す図である。
【図１５】第３実施形態に係るシード点の修正を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１に基づいて本発明の第一の実施形態に係る画像処理装置１００及び、画像処理装置
１００と接続される各装置から構成される画像処理システム１９０について詳しく説明す
る。画像処理システム１９０において、医用画像を取得し、当該医用画像に含まれる対象
物の領域を画像処理により抽出する。画像処理システム１９０は、画像を撮影する画像撮
影装置１１０と、撮影された画像を記憶するデータサーバ１２０と、画像処理を行う画像
処理装置１００と、取得された医用画像及び画像処理の結果を表示する表示部１６０と、
操作入力のための操作部１７０、を有する。医用画像とは、画像撮影装置１１０により取
得された画像データを、診断に好適な画像とするための画像処理等を施して得られる画像
である。以下、各部について説明する。
【００１０】
　画像処理装置１００は、例えばコンピュータであり、本実施形態に係る画像処理を行う
。画像処理装置１００は、中央演算処理装置（ＣＰＵ：Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓ
ｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１１、主メモリ１２、磁気ディスク１３、表示メモリ１４を有する。
ＣＰＵ１１は、画像処理装置１００の各構成要素の動作を統合的に制御する。ＣＰＵ１１
の処理により、画像処理装置１００が画像撮影装置１１０の動作も併せて制御するように
してもよい。主メモリ１２は、ＣＰＵ１１が実行する制御プログラムを格納し、ＣＰＵ１
１によるプログラム実行時の作業領域を提供する。磁気ディスク１３は、オペレーティン
グシステム（ＯＳ：Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）、周辺機器のデバイスドライバ
、後述する本実施形態に係る画像処理を行うためのプログラムを含む各種アプリケーショ
ンソフトを格納する。表示メモリ１４は、表示部１６０に表示するデータを一時的に格納
する。表示部１６０は、例えば液晶モニタであり、表示メモリ１４からの出力に基づいて
画像を表示する。操作部１７０は、例えばマウスやキーボードであり、操作者によるポイ
ンティング入力や文字等の入力を行う。表示部１６０は操作入力を受け付けるタッチパネ
ルモニタであってもよく、操作部１７０はスタイラスペンであってもよい。画像処理装置
１００は、医用画像を分析した結果を医師の診断に役立てるための、いわゆるコンピュー
タ診断支援（ｃｏｍｐｕｔｅｒ－ａｉｄｅｄ　ｄｉａｇｎｏｓｉｓ：ＣＡＤ）装置を構成
するものであってもよい。上記の各構成要素は共通バス１８により互いに通信可能に接続
されている。
【００１１】
　画像撮影装置１１０は、例えばコンピュータ断層撮影装置（ＣＴ：Ｃｏｍｐｕｔｅｄ　
Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）、核磁気共鳴映像装置（ＭＲＩ：Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｒｅｓｏｎ
ａｎｃｅ　Ｉｍａｇｉｎｇ）、２次元の放射線画像を撮像する放射線撮影装置（ＤＲ：Ｄ
ｅｇiｔａｌ　Ｒａｄｉｏｇｒａｐｈｙ）である。画像撮影装置１１０は取得した画像を
データサーバ１２０へ送信する。画像撮影装置１１０を制御する撮影制御部（不図示）が
画像処理装置１００に含まれていてもよい。
【００１２】
　データサーバ１２０は、画像撮影装置１１０が撮影した画像を保持する。データサーバ
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１２０は、例えばＰＡＣＳ（Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ａｒｃｈｉｖｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕ
ｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）サーバである。画像処理装置１００は、データサーバ
１２０から、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）等のネットワークを介して必要なデータを読
み込み、データサーバ１２０に保持された画像を取得する。
【００１３】
　次に、図２に基づいて画像処理装置１００を構成する各機能構成について説明する。主
メモリ１２に格納されている、各部の機能を実現するプログラムをＣＰＵ１１が実行する
ことにより実現される。画像処理装置１００は、画像取得部１０００、シード点取得部１
０１０、形状推定部１０２０、形状結合部１０３０、抽出部１０４０、表示制御部１０５
０を有する。
【００１４】
　画像取得部１０００は、本実施形態に係る画像処理の対象とする医用画像を対象画像と
してデータサーバ１２０から取得する。画像取得部１０００は、画像撮影装置１１０によ
り撮影された医用画像を、通信手段（不図示）を介して取得してもよい。シード点取得部
１０１０は、画像取得部１０００が取得した画像に含まれる、対象物の領域に属する一又
は複数の点（以下、シード点と称する）に関する情報（以下、シード点情報と称する）を
取得する。シード点情報とは、例えばそれぞれのシード点の位置を示す座標や、取得した
シード点の個数である。形状推定部１０２０は、シード点取得部１０１０が取得したシー
ド点に関する情報と、それぞれのシード点の周辺画素の濃度値に関する情報とに基づいて
、対象物に含まれる領域（以下、部分領域と称する）の形状を近似する部分形状を推定す
る。そして、複数の部分領域それぞれの部分形状を推定する。形状結合部１０３０は、形
状推定部１０２０が取得した複数の部分形状を結合し、対象物領域の概略形状とする。こ
こで、概略形状とは対象物の形状を近似した形状である。すなわち、形状推定部１０２０
と形状結合部分形状１０３０が、概略形状取得のための構成である。抽出部１０４０は、
画像取得部１０００が取得した対象画像の濃度値に関する情報と、及び形状結合部１０３
０が取得した概略形状に基づいて、対象物の領域を抽出する。表示制御部１０５０は、抽
出部１０４０が取得した対象物の領域の情報を表示部１６０に出力し、表示部１６０に対
象物の領域の抽出結果を表示させる。
【００１５】
　なお、画像処理装置１００が有する各部の少なくとも一部を独立した装置として実現し
てもよい。画像処理装置１００はワークステーションでもよい。各部の機能を実現するソ
フトウェアとして実現してもよく、機能を実現するソフトウェアは、クラウドをはじめと
するネットワークを介したサーバ上で動作してもよい。以下に説明する本実施形態では、
各部はローカル環境におけるソフトウェアによりそれぞれ実現されているものとする。
【００１６】
　続いて、本発明の第一の実施形態に係る画像処理について説明する。図３は本実施形態
の画像処理装置１００が実行する処理手順を示す図である。本実施形態は、主メモリ１２
に格納されている各部の機能を実現するプログラムをＣＰＵ１１が実行することにより実
現される。本実施形態では、対象画像はＣＴ画像であるとして説明する。ＣＴ画像は３次
元濃淡画像として取得される。また、本実施形態では対象画像に含まれる対象物はリンパ
節であるとして説明する。
【００１７】
　ステップＳ１１００において、医用画像を取得する。すなわち、画像取得部１０００は
対象画像であるＣＴ画像をデータサーバ１２０から取得し、画像処理装置１００の主メモ
リ１２上に展開して保持する。別の例では、画像撮影装置１１０で撮影した画像データを
、画像取得部１０００は通信手段（不図示）を介して取得し、診断に好適な画像とするた
めの画像処理等を施して、本実施形態に係る画像処理を施す医用画像を取得する。画像撮
影装置１１０が例えばＣＴ装置であった場合、画像撮影装置１１０からＣＴ値とよばれる
相対的なＸ線吸収係数値の一次元分布を画像データとして取得する。その後、画像取得部
１０００は画像再構成とよばれる処理を施して、３次元濃淡画像で表される医用画像を得
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る。画像取得部１０００は、画像撮影装置１１０が画像再構成を行って得られた３次元濃
淡画像を取得してもよい。
【００１８】
　ここで、本実施形態における対象画像は、直交する３軸（ｘ，ｙ，ｚ）の成分によって
識別可能な複数の画素により構成される。付帯情報として取得される画素サイズは、３軸
の方向それぞれに対して定義される。本実施形態では、３軸の方向それぞれに対する画素
サイズが、ｒ＿ｓｉｚｅ＿ｘ＝１．０ｍｍ、ｒ＿ｓｉｚｅ＿ｙ＝１．０ｍｍ、ｒ＿ｓｉｚ
ｅ＿ｚ＝１．０ｍｍ、の場合を例として説明する。対象画像の濃度値は、画素の３次元配
列における画素位置を参照して導出される関数とみなすことができる。本実施形態では対
象画像を関数Ｉ（ｘ，ｙ，ｚ）として表す。関数Ｉ（ｘ，ｙ，ｚ）は、対象画像の撮影領
域の３次元の実空間座標（ｘ，ｙ，ｚ）を引数として、その座標における画素値を出力す
る関数である。
【００１９】
　ステップＳ１１１０において、シード点情報を取得する。シード点取得部１０１０は対
象物の領域すなわちリンパ節領域に属するｎ点の座標ｐｓｅｅｄ＿ｉ（ｘｓｅｅｄ＿ｉ，
ｙｓｅｅｄ＿ｉ，ｚｓｅｅｄ＿ｉ）　（ｉ＝１，　２，　・・・，　ｎ）を、シード点群
として取得する。ここで、シード点はリンパ節領域の中心線付近に位置することが好まし
い。中心線とは、リンパ節領域の重心(ｐｇ)を含む任意の２次元平面におけるｐｇを通る
線である。
【００２０】
　シード点の取得について説明する。まず、表示部１６０に表示される対象画像の、例え
ば横断面（Ａｘｉａｌ）、矢状面（Ｓａｇｉｔｔａｌ）、冠状面（Ｃｏｒｏｎａｌ）の断
層像を参照しながら、操作者がマウスといった操作部１７０を介して操作入力を行う。当
該操作入力により得られた、リンパ節領域に含まれる一個の座標を一つ目のシード点ｐｓ

ｅｅｄ＿１として取得する。そして、取得したｐｓｅｅｄ＿１の近傍領域において、ｐｓ

ｅｅｄ＿１と類似した特徴量を有する画素を、新たにシード点として取得する。別の例で
は、対象画像に対してヘッセ行列に基づく塊状強調フィルタを適用し、強調されたｎ個の
領域から、例えばそれぞれの領域の重心をシード点として選択する。シード点の個数は予
め操作者が設定しておいてもよい。シード点間の間隔を予め操作者が設定しておいて、操
作者は対象画像上で対象物の範囲を、たとえば矩形にマウスを介して指定し、その矩形の
中心線において設定されたシード点間隔に基づいてシード点を取得するようにしてもよい
。
【００２１】
　ステップＳ１１２０において、対象物の領域に属する複数の点に基づいて複数の部分形
状を推定する。形状推定部１０２０は、ステップＳ１１００で取得した対象画像Ｉ（ｘ，
ｙ，ｚ）と、ステップＳ１１１０で取得したそれぞれのシード点ｐｓｅｅｄ＿ｉを用いて
、該シード点を含む部分形状をそれぞれ推定する処理を行う。画像中に含まれる様々な大
きさの特徴領域である部分形状を推定するには、例えば画像をスケールによってパラメー
タ付けられたものとして表現するスケールスペース表現が有効である。画像のスケールス
ペース表現とは、与えられた画像を漸進的にぼかした画像を積み上げたものである。ここ
では、部分形状が球であると仮定し、Ｌａｐｌａｃｉａｎ　ｏｆ　Ｇａｕｓｓｉａｎ（Ｌ
ｏＧ）カーネルのスケールスペースを用いた部分形状の推定について説明する。これは、
様々なスケールのＬｏＧフィルタを適用したとき、部分形状の大きさとするのに適切なス
ケールが極値をもつことを利用するものである。
【００２２】
　まず、シード点ｐｓｅｅｄ＿ｉごとに、ｐｓｅｅｄ＿ｉの座標を原点としたシード点周
辺の局所画像領域Ｉ´（ｘ，ｙ，ｚ）に対して式１及び式２で表されるＬｏＧカーネルを
適用する。
Ｌ（ｘ，ｙ，ｚ，ｈ）＝Ｉ´（ｘ，ｙ，ｚ）＊ＬｏＧｈ（ｒ）　　　（式１）
【００２３】
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【数１】

ここで、ｈはＬｏＧカーネルのスケールを表すパラメータである。＊は畳み込みを表す演
算子である。スケールｈを所定の範囲｛ｈｍｉｎ，・・・，ｈｍａｘ｝で変動させたとき
のＬ（ｘ，ｙ，ｚ，ｈ）の出力を取得する。ｈｍｉｎとｈｍａｘは操作者が任意の値に設
定することができる。次に、Ｌ（ｘ，ｙ，ｚ，ｈ）の出力の最大値に対応するスケールｈ
を選択する。そして、当該スケールを直径とする球を、シード点周辺の部分形状として取
得する。
【００２４】
　図４に基づいて、ＬｏＧカーネルによるリンパ節の部分形状の推定について説明する。
簡単のために、図において全ての形状は全て二次元で示す。図４（ａ）は、対象画像であ
るＣＴ画像５１０であり、ＣＴ画像５１０中には対象物であるリンパ節５２０、およびス
テップＳ１１１０で取得したシード点５３０、５３１、５３２が示されている。それぞれ
のシード点を中心とする局所領域に対して上述したＬｏＧカーネルを適用すると、図４（
ｂ）に示すように、それぞれの局所領域を近似する球の半径５４０、５４１、５４２が取
得される。そして、図４（ｃ）に示すように、取得された３つの半径に対応する球５５０
、５５１、５５２が部分形状Ｑｉ（ｐｓｅｅｄ＿ｉ｜ｉ＝１，・・・ｎ）として推定され
る。対象物に含まれる複数の部分領域のそれぞれにおいて、式１及び式２に基づいて部分
形状を推定すると、部分形状は複数の球として推定される。ＬｏＧフィルタによる処理で
それぞれの径に事前に設定した係数を乗じて、係数を乗じた径に対応する球を部分形状と
して推定してもよい。
【００２５】
　ステップＳ１１２０の別の例では、部分形状が球又は楕円体のいずれかであると仮定し
て推定する。例えば、シード点を含む互いに直行する３つの断面において、部分形状であ
る球又は楕円体の径を推定する。具体的には、任意の断面を第一の断面とし、第一の断面
において、シード点ｐｓｅｅｄ＿ｉごとに、ｐｓｅｅｄ＿ｉの座標を原点としたシード点
周辺の局所画像領域Ｉ´（ｘ，ｙ）を円であると仮定する。そして、式３及び式４で表さ
れるＬｏＧカーネルを適用する。
Ｌ（ｘ，ｙ，ｈ）＝Ｉ´（ｘ，ｙ）＊ＬｏＧｈ（ｒｘｙ）　　　（式３）
【００２６】
【数２】

　そして、Ｌ（ｘ，ｙ，ｈ）の出力の最大値に対応するスケールｈを選択する。当該スケ
ールに対応する半径ｒｘｙを当該部分形状の第一の径とする。第二の断面と第三の断面に
おいても同様の処理を行い、第二の径であるｒｙｚと、第三の径であるｒｚｘを得る。こ
れにより、３軸の各方向において、それぞれ２つずつの径が当該部分形状の径を表す候補
として取得される。例えばｘ軸方向においてはｒｘｙとｒｚｘが当該部分形状のｘ軸方向
の径の候補として取得される。２つの径からｘ軸方向の径を推定する方法としては、例え
ば２つの径の平均値を採用する。あるいは、２つの径のうち大きい方を採用するようにし
てもよい。同様にして、３軸の各方向の径を推定できる。推定された３軸方向の径を有す
る楕円体を、形状推定部１０２０は当該部分形状として推定する。第一の径と第二の径と
第三の径がそれぞれ等しい場合は、当該部分形状を球として推定する。第一の径と第二の
径と第三の径をそれぞれ３軸方向に有する直方体を当該部分形状としてもよい。直方体に
内接する楕円体を当該部分形状としてもよい。
【００２７】
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　ステップＳ１１２０のまた別の例では、３つの径について自由度を有する楕円体モデル
によって部分形状を推定する。図５に示すように、当該楕円体モデルをリンパ節の各シー
ド点を中心とした領域にフィッティングし、取得された楕円体を当該部分形状として推定
する。
【００２８】
　ステップＳ１１２０のさらに別の例では、それぞれのシード点から対象物を囲む最小の
六面体（ｂｏｕｎｄｉｎｇ　ｂｏｘ）を推定することにより、複数の六面体を部分形状と
して推定する。形状は直方体などその他の多面体でもよい。複数の手法を同時に適用し、
ユーザが手動で実際の形状と最も近いと思われる部分形状の集合を選択してもよい。
【００２９】
　ステップＳ１１２０のさらに別の例では、予め部分形状の図形をテンプレートとして設
定しておく。操作者は表示部１６０に表示されている対象画像を参照しながら、テンプレ
ート図形を指定し、指定した図形を用いて形状を近似したい部分領域に含まれる点をシー
ド点として指定する。たとえば、テンプレート図形として球を指定し、ある部分領域に含
まれる点を指定すると、指定された点を中心とする球の径を式１及び式２を用いて推定し
、当該部分領域を近似する部分形状とする。テンプレート図形としては、球や楕円体や直
方体や多面体が挙げられる。
【００３０】
　すなわち、ステップＳ１１２０では対象物の領域に属する複数の点のうち一つを含む部
分領域において、一つの点を含む球または楕円体または多面体のいずれかを、当該部分領
域の部分形状として、複数の部分形状のそれぞれを推定する。
【００３１】
　ステップＳ１１３０では、推定された複数の部分形状を結合し、概略形状として取得す
る。形状結合部１０３０は、ステップＳ１１２０で取得した部分形状Ｑｉを結合し、リン
パ節の概略形状を求める。本実施形態においては、ステップ１１２０で取得された複数の
部分形状（Ｑ１，Ｑ２，・・・Ｑｎ）の論理和をとることにより結合する。結合された領
域が示す形状Ｑを、リンパ節の概略形状とする。図６（ａ）に、ステップＳ１１２０で取
得した部分形状である球５５０、５５１、５５２を示す。図６（ｂ）に、これらの球５５
０、５５１、５５２の論理和により結合して取得した概略形状６００を示す。
【００３２】
　ステップＳ１１３０の別の例では、例えばＳ１１２０で推定された部分形状に対して、
ある係数を乗じた部分形状をそれぞれ結合して概略形状として取得する。これにより取得
される概略形状は対象物であるリンパ節よりも大きい形状であることが好ましい。係数は
、抽出の対象となる形状よりも大きくなるように実験的に求めておく。操作者が設定する
ようにしてもよい。すなわち、ステップＳ１１３０では、概略形状の領域を対象物よりも
大きな領域とするための係数を部分領域の径に乗じて、概略形状を取得するようにしても
よい。
【００３３】
　ステップＳ１１４０では、概略形状に基づいて対象物の領域を抽出する。抽出部１０４
０は、ステップＳ１１００で取得した対象画像Ｉ（ｘ，ｙ，ｚ）と、ステップＳ１１３０
で取得した概略形状Ｑを用いて対象物であるリンパ節の領域を抽出する。ステップＳ１１
１０で取得したシード点群ｐｓｅｅｄ＿ｉのシード点情報を用いてもよい。本実施形態で
は、濃淡画像から特定の領域を抽出する処理として可変形状モデルを用いた処理を行う。
可変形状モデルとは、輪郭形状を所定の評価関数に従って逐次的に変形し、最適化された
輪郭を、目的とする領域として抽出する方法である。ここでは、可変形状モデルを用いた
処理の一つであるレベルセット法を例として説明する。レベルセット法は、対象物の輪郭
のトポロジー変化や特異点の発生などに対応可能な手法である。レベルセット法では、対
象物の空間よりも一次元高次の空間で定義した陰関数φにおいて、φ＝０である断面（以
下、ゼロ等値面と称する）を、抽出する対象物の輪郭として捉える。φの形状を変化させ
ることで、ゼロ等値面の形状を変化させ、対象物の輪郭を変化させる。φの形状を設計す
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るための評価関数により、抽出される輪郭の位置が制御される。概略形状Ｑに応じた評価
関数によりφの形状を設計することで、対象物の領域を概略形状Ｑから乖離しないように
制御する。すなわち、概略形状に基づいて対象物の領域の仮の輪郭を作成し、評価関数に
より仮の輪郭の変形を制御して、対象物の領域の輪郭を取得する。
【００３４】
　以下、レベルセット法を用いた抽出について説明する。抽出の対象物であるリンパ節の
領域について、仮の輪郭を作成する。仮の輪郭すなわちゼロ等値面を変形させるために、
ゼロ等値面に属する点に速度を与えるための速度関数を構築する。速度関数が、φの形状
を設計するための評価関数となる。速度関数は、抽出したい対象物の濃度値や形状特徴等
を考慮した項を有し、そのような特性に反する輪郭であるほど速度が大きくなり、そのよ
うな特性を有する輪郭であるほど速度が小さくなるように構築される。
【００３５】
　第一の特性として、リンパ節の領域内と領域外での濃度値の違いが挙げられる。従って
、例えば式５に示すような、エッジ強度に基づく速度関数ｆＥ（ｉ，ｊ，ｋ）を用いる。
【００３６】
【数３】

ここで、Ｅ（ｉ，ｊ，ｋ）は画素（ｉ，ｊ，ｋ）におけるエッジ強度を表し、αは重み係
数である。Ｅ（ｉ，ｊ，ｋ）は濃度勾配で表される。別の例では、ソーベルフィルタ、ラ
プラシアンフィルタといったエッジ検出フィルタを対象画像に適応し、それらの出力値を
用いる。ｆＥ（ｉ，ｊ，ｋ）によって、リンパ節の輪郭形状の変形速度は、濃度値変化が
少ない領域で大きく、濃度値変化が大きいエッジ領域付近で小さくなる。これにより、抽
出された対象物の輪郭の領域において濃度値変化が大きくなるように輪郭の位置が制御さ
れる。
【００３７】
　第二の特性として、リンパ節の輪郭はなめらかであることが挙げられる。従って、例え
ば式６に示すような、曲率に基づく速度関数ｆκ（ｉ，ｊ，ｋ）を用いる。
ｆκ（ｉ，ｊ，ｋ）＝１－β・κ（ｉ，ｊ，ｋ）　　　（式６）
ここで、κ（ｉ，ｊ，ｋ）は画素（ｉ，ｊ，ｋ）における曲率を表し、βは重み係数であ
る。ｆκ（ｉ，ｊ，ｋ）によって、リンパ節の輪郭形状の変形速度は、曲率が小さい箇所
で大きくなり、曲率が大きい場所では小さくなる。これにより、抽出された対象物の輪郭
の曲率が大きくなるように輪郭の位置が制御される。
【００３８】
　さらに、本発明の第一の実施形態に係る画像処理においては、抽出する対象物の輪郭が
ステップＳ１１３０で取得した概略形状Ｑから乖離しない、という特性を加える。従って
、式７に示すような、ある画素と概略形状Ｑの輪郭との距離に基づく速度関数ｆｄ（ｉ，
ｊ，ｋ）を用いる。
ｆｄ（ｉ，ｊ，ｋ）＝１－γ・ｄ（ｉ，ｊ，ｋ）　　　（式７）
ここで、ｄ（ｉ，ｊ，ｋ）は画素（ｉ，ｊ，ｋ）と概略形状Ｑの輪郭との距離である。γ
は重み係数である。画素（ｉ，ｊ，ｋ）と概略形状Ｑとの距離は、例えば符号付きの距離
変換により算出できる。具体的には、図７に基づいて説明する。まず、ステップＳ１１３
０で取得した概略形状６０１に対して、符号付きの距離変換を行う。図７に示すように、
概略形状６０１の輪郭上の位置では距離値は０、概略形状６０１の内部では距離値が負、
概略形状６０１の外部では距離値が正になるように設定する。距離値の絶対値は、例えば
画素（ｉ，ｊ，ｋ）とＱの輪郭画素との６近傍距離で表す。１８近傍距離、２６近傍距離
で表してもよい。このような符号付きの距離場を用いることによって、ｆｄ（ｉ，ｊ，ｋ
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）すなわちリンパ節の輪郭形状の変形速度は、概略形状の輪郭付近で小さく、概略形状の
輪郭から離れるほど大きくなる。さらに、概略形状内部では正の速度となるため仮の輪郭
は拡張する方向に変形し、概略形状外部では負の速度となるため仮の輪郭は縮小する方向
に変形するように設定できる。これにより、抽出された対象物の輪郭が概略形状から乖離
しないように輪郭の位置が制御される。
【００３９】
　前述した３種類の速度関数を式８のように組み合わせて、レベルセット法の速度関数と
して用いる。
Ｆｉ，ｊ，ｋ＝ｆＥ（ｉ，ｊ，ｋ）・ｆκ（ｉ，ｊ，ｋ）・ｆｄ（ｉ，ｊ，ｋ）　　　（
式８）
これにより、対象物の領域の輪郭を、エッジ部分で、なめらかかつ概略形状から乖離しな
い曲線として抽出できる。式８で示される速度関数により制御される変形が停止あるいは
変形量が予め設定しておいた閾値以下になる輪郭を、対象物の抽出結果Ｒとする。
【００４０】
　ステップＳ１１３０で対象物よりも大きい概略形状を取得した場合、速度関数がｆｄ（
ｉ，ｊ，ｋ）の項を有することにより、対象物の輪郭はステップＳ１１２０で求めた概略
形状の範囲内となるように輪郭の位置が制御される。対象物の輪郭において他の構造物と
の濃度差が小さい場合、例えばリンパ節が他の臓器と近接した位置にある場合など、抽出
の対象であるリンパ節の輪郭よりもエッジ強度の強い輪郭を抽出するおそれがある。ｆｄ

（ｉ，ｊ，ｋ）の項を有することにより、対象物よりも大きい形状で推定された概略形状
の範囲内で輪郭を変形させれば良いので、対象物の抽出精度が向上する。
【００４１】
　ステップＳ１１４０の別の例としては、対象物を抽出する際の制限として概略形状Ｑを
用いる。この例ではリンパ節の抽出を、式９を満たす領域で行う。
【００４２】
【数４】

ここで、ｄ（Ｐｉ）は画素Ｐｉの符号付きの距離場における値を表す。ｄｔは操作者が事
前に定義した閾値である。ｄｔの設定に応じて、リンパ節の抽出処理を概略形状内外の所
望の領域で行うことができる。この場合、概略形状Ｑと画素（ｉ，ｊ，ｋ）との距離に関
する項を速度関数には含めないようにしてもよい。
【００４３】
　ステップＳ１１４０の更に別の例としては、抽出部１０４０は抽出処理にＧｒａｐｈ　
ｃｕｔや、Ｗａｔｅｒ　ｆｌｏｗ、Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇなどの手法
を用いても良い。例えば、Ｇｒａｐｈ　ｃｕｔを用いて抽出する手法では、概略形状Ｑを
抽出するための前景領域Ｒｏｂjとして定義し、対象画像とＲｏｂjとの差分領域において
、しきい処理で得た領域を背景領域Ｒｂｋｇとして定義する。そして対象物の期待濃度値
などの特徴を用いたデータ項と、隣接画素の値に応じた平滑化項とで定義されるエネルギ
ーを求める。注目画素が設定した特徴と近く、境界において濃度値が大きく異なる場合に
エネルギーが小さくなる。このエネルギーを最小化するような境界を、対象物の領域の輪
郭として抽出する。
【００４４】
　ステップＳ１１４０では、上述したような抽出方法に加えて、抽出の対象物であるリン
パ節の濃度値や形状に関する情報や、統計的な情報を併せて利用してもよい。
【００４５】
　ステップＳ１１４０において抽出したリンパ節の領域７１０を図６（ｃ）に示す。
【００４６】
　ステップＳ１１５０では抽出の結果を表示する処理を行う。表示制御部１０５０は、ス
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テップＳ１１４０で抽出した形状に関する情報を画像処理装置１００に接続された表示部
１６０に送信し、表示する制御を行う。表示制御部１０５０は、例えば抽出された領域と
元の３次元ＣＴ画像とを重ね合わせて合成した画像（以下、合成画像と称する）を表示部
１６０に表示させる。別の例では、所定の面で切断した２次元の断面画像との合成画像を
表示させる。さらに別の例では、３次元の合成画像をボリュームレンダリングして表示さ
せる。図６（ｃ）に示すように、抽出までの処理に用いたシード点を抽出した領域７１０
に重ね合わせて表示してもよい。
【００４７】
　また、表示制御部１０５０は抽出の結果の表示形態を制御する。例えば、図１５（ａ）
のように、抽出された対象物の領域の輪郭を曲線で表示させる。輪郭の内部の色を変えて
表示させてもよい。このとき、抽出処理に用いたシード点を併せて表示させてもよい。別
の例では、矢印のような図形を対象画像と重ね合わせて表示させ、矢印の先端部が抽出さ
れた領域を示すように表示させる。抽出された領域の大きさに応じて上述した表示形態を
変更するようにしてもよい。例えば、抽出された領域の大きさが所定の閾値よりも大きい
場合は輪郭を曲線で表示し、閾値よりも小さい場合は矢印の先端部で抽出領域の位置を示
すようにしてもよい。これらの表示形態により、対象画像の観察が容易になる。
【００４８】
　本発明の第一の実施形態に係る画像処理装置では、対象物の形状を近似する概略形状を
、複数の部分領域を結合して取得することにより、概略形状の近似の精度が向上する。よ
って、概略形状に基づいて行われる対象物の抽出の精度が向上する。
【００４９】
　続いて、本発明の第二の実施形態について説明する。本実施形態においては、取得した
概略形状の形状を修正するステップをさらに有する。取得した概略形状に対して、必要な
領域を追加したり、不要な領域を削除したりする処理を行う。そして、修正された概略形
状に応じた取得方法により、対象物の領域を抽出する。以下詳述する。
【００５０】
　図９に基づいて、本発明の第二の実施形態に係る画像処理装置２００を構成する各機能
構成について説明する。画像処理装置２００は、本発明の第二の実施形態に係る画像処理
を実行する。画像処理装置２００は、画像取得部１０００、シード点取得部１０１０、形
状推定部１０２０、形状結合部１０３０、形状修正部１０３５、抽出部１０４０、表示制
御部１０５０を有する。第一の実施形態に係る画像処理装置１００を構成する各部と同様
の機能を有する構成には図２と同一の番号を付しており、説明を省略する。形状修正部１
０３５は、形状推定部１０２０が推定した部分形状を形状結合部１０３０が結合して取得
した概略形状について、必要な領域を追加したり、不要な領域を削除したりして、より適
切な形状に修正するための処理を行う。形状修正部１０３５により修正された概略形状に
基づいて、抽出部１０４０は対象物の領域を抽出する。
【００５１】
　続いて、本発明の第二の実施形態に係る画像処理について説明する。図１０は本実施形
態の画像処理装置２００が実行する処理手順を示す図である。本実施形態は、主メモリ１
２に格納されている各部の機能を実現するプログラムをＣＰＵ１１が実行することにより
実現される。ステップＳ２０００、Ｓ２０１０、Ｓ２０２０、Ｓ２０３０の処理は図３に
示すステップＳ１１００、Ｓ１１１０、Ｓ１１２０、Ｓ１１３０の処理とそれぞれ同様で
あるため、説明を省略する。
【００５２】
　ステップＳ２０３５では、取得された概略形状を修正する。形状修正部１０３５は、ス
テップＳ２０００で取得した画像の濃度値情報、ステップＳ２０１０で取得したシード点
情報を用いて、ステップＳ２０３０で取得した概略形状を修正する。ステップＳ２０３０
において、例えば式１に基づいて推定した部分形状に基づいて取得された概略形状では、
図１１の概略形状６１０のように不連続であったり、図１１の概略形状６１１のように不
適切であったりするおそれがある。不連続であったり、不適切であったりする概略形状に
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基づいて対象物の抽出処理を行うと、抽出精度が低下するおそれがある。ステップＳ２０
３５ではより適切な概略形状を取得するために概略形状の修正処理を行う。
【００５３】
　修正の手法としては、例えば概略形状に基づいて陰多項式（ＩＰ：Ｉｍｐｌｉｃｉｔ　
Ｐｏｌｙｎｏｍｉａｌ）で形状を近似し、連続かつより滑らかな形状に修正する。ここで
、陰多項式とは、陰関数を多項式の形式で定義したものである。ＩＰによる形状の近似は
、陰関数を多項式の形式で表現し、その多項式の係数を取得して行われる。ＩＰによる形
状の近似は、例えば特許第５３３５２８０号公報に開示されている方法を用いて行う。
【００５４】
　ＩＰを用いた概略形状の修正について、図１２に基づいて説明する。ステップＳ２０３
０で取得した概略形状６１０の表面に属する輪郭点８００においてＩＰの値がゼロとなる
ような関数を求め、当該関数で表される曲面で近似し、対象物体の表面形状をモデル化す
る。取得したモデルが表す形状を修正した概略形状をＱ´とする。
【００５５】
　さらに、輪郭点の位置や関数の次数といった拘束条件を加味することで、様々な概略形
状Ｑ´を連続かつなめらかな輪郭をもつ形状として取得することができる。図１２に様々
な修正された概略形状の例を示す。ここで、拘束条件は操作者が事前に設定しておいても
よいし、様々な条件下での形状を作成して提示し、操作者が最も適切なものを選択するよ
うにしてもよい。
【００５６】
　形状修正部１０３５は、ステップＳ２０３０で取得された概略形状が連続した形状であ
るか否かを判定し、上述したような修正を行う。あるいは、概略形状が連続していない旨
を操作者に報知する画面を表示するように、表示制御部１０５０に出力してもよい。
【００５７】
　また、形状修正部１０３５はステップＳ２０３０で取得した概略形状に対して、明らか
に対象物に属する領域ではない領域を削除する。形状修正部１０３５は、ステップＳ２０
００で取得した濃度値情報をもとに、概略形状の輪郭の周辺領域で大きな濃度値変化があ
るか否かを判定する。所定の距離以上の概略形状内部の位置で大きな濃度値変化がある場
合には当該概略形状が明らかに対象物に属する領域ではない領域を含んでいると判定する
。あるいは概略形状の輪郭を、表示制御部１０５０を介して表示させ、操作者が適宜修正
の指示を入力するようにしてもよい。表示制御部１０５０は、操作者が修正可能な箇所を
示して、当該箇所への操作入力を受け付けるようにしてもよい。
【００５８】
　ステップＳ２０３５の別の例では、推定された部分形状を修正することにより、概略形
状を修正する。例えば、ステップＳ２０２０で部分形状を球又は楕円体として推定した場
合に、推定された径の大きさを変更することにより、部分形状を修正する。形状修正部１
０３５はステップ２０００で取得した濃度値情報をもとに、概略形状の輪郭の周辺領域で
大きな濃度値変化があるか否かを判定する。所定の距離以上の概略形状外部の位置で大き
な濃度値変化がある場合には当該概略形状が明らかに対象物の属する領域である領域を含
んでいないと判定する。その場合には、対応するステップＳ２０２０で推定された径を大
きく修正して、部分形状を大きくするように修正する。同様の判定に依り、明らかに対象
物の属する領域ではない領域を含んでいると判定する。その場合には、対応するステップ
Ｓ２０２０で推定された径を小さく修正して、部分形状を小さくするように修正する。形
状修正部１０３５は、修正された部分形状を結合し、修正された概略形状として取得する
。また、概略形状を構成する部分形状である球又は楕円体の中心点の位置を変更すること
により、部分形状を変更し、変更された部分形状に基づいて概略形状を修正してもよい。
【００５９】
　形状修正部１０３５は表示制御部１０５０を介して修正の処理の過程を表示させてもよ
い。例えば、修正前の部分形状を示す図形を対象画像に重ねて表示させておく。部分形状
が球や楕円体である場合には、径を示す直線等をあわせて表示させておく。操作者は部分
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形状を示す図形の位置や径の大きさを変更することにより、部分形状を修正する操作を入
力できる。
【００６０】
　ステップＳ２０４０において、対象物の輪郭を抽出する。抽出部１０４０は、ステップ
Ｓ２０００で取得した画像Ｉ（ｘ，ｙ，ｚ）、ステップＳ２０１０で取得したシード点群
ｐｓｅｅｄ＿ｉ、及びステップＳ２０３５で取得した修正後の概略形状Ｑ’を用いて、対
象物を抽出する。ステップＳ２０４０の処理は第１実施形態のステップＳ１１４０と同様
である。ただし、例えばレベルセット法を利用する場合、抽出部１０４０は、速度関数ｆ

ｄ（ｉ，ｊ，ｋ）における距離ｄ(i, j, k)を、ステップＳ２０３５で得たＩＰに画素ｐ
（i, j, k）を代入して算出してもよい。これにより、抽出処理が高速化される。また、
ステップＳ１１４０のように、修正後の概略形状Ｑ’に対して符号付きの距離変換を実施
し、取得した距離マップに基づいて算出してもよい。
【００６１】
　ステップＳ２０５０の処理は、第1実施形態のステップＳ１１５０と同様の処理である
ため、説明を省略する。
【００６２】
　本発明の第二の実施形態に係る画像処理装置によれば、対象物領域の概略形状を修正す
ることができる。修正後の概略形状を用いて抽出を行うことにより、対象物の領域を精度
よく抽出することができる。
【００６３】
　続いて、本発明の第三の実施形態について説明する。本実施形態においては、概略形状
と抽出結果との比較に基づいて、処理を繰り返すか否かを判定するステップをさらに有す
る。処理を繰り返すか否かを判定し、繰り返すと判定された場合、シード点の取得から領
域抽出までの処理を再び実施する。以下詳述する。
【００６４】
　図１３は、本発明の第三の実施形態に係る画像処理装置３００を構成する各機能構成に
ついて説明する。画像処理装置３００は、本発明の第三の実施形態に係る画像処理を実行
する。画像処理装置３００は、画像取得部１０００、シード点取得部１０１０、形状推定
部１０２０、形状結合部１０３０、抽出部１０４０、継続判定部１０４５、表示制御部１
０５０を有する。第一の実施形態に係る画像処理装置１００を構成する各部と同様の機能
を有する構成には図２と同一の番号を付しており、説明を省略する。継続判定部１０４５
は、形状結合部１０３０で取得した概略形状と、抽出部１０４０で取得した抽出結果に基
づいて、繰り返し処理を施すか否かを判定する。繰り返し処理を施す必要があると判定さ
れた場合、シード点の取得から領域抽出までを行う各部の処理を再び実施する。形状結合
部１０３０は形状修正部１０３５を含んでいてもよい。
【００６５】
　続いて、本発明の第三の実施形態に係る画像処理について説明する。図１４は本実施形
態の画像処理装置３００が実行する処理手順を示す図である。本実施形態は、主メモリ１
２に格納されている各部の機能を実現するプログラムをＣＰＵ１１が実行することにより
実現される。ステップＳ３０００、Ｓ３０１０、Ｓ３０２０、Ｓ３０３０、Ｓ３０４０の
処理は図３に示すステップＳ１１００、Ｓ１１１０、Ｓ１１２０、Ｓ１１３０、Ｓ１１４
０の処理とそれぞれ同様であるため、説明を省略する。
【００６６】
　ステップＳ３０４５において、継続判定部１０４５は、ステップＳ３０３０で取得した
概略形状Ｑと、ステップＳ３０４０で取得した抽出結果Ｒの比較を行い、繰り返し処理を
行うか否かを判定する。例えば、抽出結果Ｒと概略形状Ｑの差分Ｖを求める。差分Ｖは、
例えば式１０により算出することができる。
Ｖ＝Ｑ∪Ｒ－Ｑ∩Ｒ　　　（式１０）
　差分Ｖの体積がしきい値ＶＴより大きい場合、継続判定部１０４５は、シード点取得部
１０１０から、抽出部１０４０までの処理を繰り返し行うと判定する。ここで、しきい値
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ＶＴは式１１のように算出してもよい。
ＶＴ＝ω・ＶＱ　　　（式１１）
ここでωは係数であり、ＶＱは概略形状Ｑの体積である。ＶＴは操作者が事前に設定して
もよい。すなわち、概略形状と抽出された対象物の領域との類似度に基づいて、概略形状
取得および抽出の処理を継続するか否かを判定する。
【００６７】
　繰り返し処理を行うと判定された場合、シード点取得部１０１０、形状推定部１０２０
、形状結合部１０３０、ならびに抽出部１０４０は、それぞれの処理を再び実行する。
【００６８】
　再度ステップＳ３０１０による処理を行い、シード点取得部１０１０は、対象画像Ｉ（
ｘ，ｙ，ｚ）、前回取得したシード点ｐｓｅｅｄ＿ｉ（ｉ＝１，２，・・・，ｎ）、前回
取得した部分形状Ｑi、概略形状Ｑ、および抽出結果Ｒに基づいて、シード点を取得する
。シード点の取得は、操作者が操作部１７０を介して行ってもよいし、画像処理装置３０
０が自動で行ってもよい。手動でシード点を取得する場合、ユーザが目視で、前回取得し
た概略形状Ｑと抽出結果Ｒを比較しながら、必要なシード点を追加したり、不要なシード
点を削除したりしてもよい。
【００６９】
　自動でシード点を取得する場合、例えば、図１５（ａ）に示すように、シード点取得部
１０１０は、前回取得した抽出結果７００の中心線９００から、いくつかの点を新しいシ
ード点として選択し、ｐｓｅｅｄ＿ｉに追加する。点の選択は、例えば中心線９００にあ
る全ての点を、一定の間隔で選択する。あるいは、濃度値などの特徴が前回までに取得し
たシード点ｐｓｅｅｄ＿ｉと類似する点を選択する。別の例では、図１５（ｂ）に示すよ
うに、抽出結果７０１と概略形状６３１の差分領域８００から新しいシード点を求めても
よい。この場合は、例えばマルコフ連鎖モンテカルロ（ＭＣＭＣ：Ｍａｒｋｏｖ　ｃｈａ
ｉｎ　Ｍｏｎｔｅ　Ｃａｒｌｏ　ｍｅｔｈｏｄｓ）法によって、領域８００から点群をサ
ンプリングする。サンプリングされた点群から、前回まで取得したシード点５３３と濃度
値などの特徴が類似している点を新しいシード点５３４、５３５として取得する。つまり
、シード点取得部１０１０は、前回取得したシード点による概略形状の抽出結果に基づい
て、シード点をさらに取得する。シード点取得部１０１０は、表示制御部１０５０を介し
て前回までに取得したシード点及び抽出結果を表示させ、新しく取得したシード点を前回
までに取得したシード点と区別可能に表示させてもよい。自動でシード点を取得する場合
の別の例として、前回の抽出結果や抽出に用いられた概略形状や部分形状に対する操作入
力に基づいて、新しいシード点を取得するようにしてもよい。例えば、操作者が前回の抽
出結果を示す曲線上の点を選択し、ある方向に移動させる操作入力に基づいて新しいシー
ド点を取得する。前回の抽出結果と、操作入力により変形させられた曲線が示す領域の差
分の領域に新しいシード点を取得する。
【００７０】
　さらに、不要なシード点を削除する。例えば、図１５（ｃ）に示しているように、抽出
結果７０２から大きく外れた部分形状５５３に対応するシード点５３８を削除する。
以上のシード点修正処理を施した後のシード点群をｐｊ

ｓｅｅｄ＿ｉ（ｉ＝１，２，・・
・，ｎ）とし、ｊは繰り返し回数を表す。シード点取得部１０１０は、表示制御部１０５
０を介してシード点を対象画像に重ねて表示させ、操作者が表示部を参照しながらシード
点を削除するようにしてもよい。
【００７１】
　本発明の第三の実施形態は、ステップＳ３０１０で取得するシード点の個数を、繰り返
しの回数に応じて増加させる形態を含む。例えば、ステップＳ３０１０でシード点を１つ
取得し、ステップＳ３０２０、Ｓ３０３０、Ｓ３０４０の処理により対象物の輪郭を抽出
し、継続判定部１０４５が繰り返し処理を行うと判定したとする。ステップＳ３０１０に
戻り、シード点取得部１０１０はシード点を少なくとも２つ取得するようにする。
【００７２】
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　ステップＳ３０２０において、形状推定部１０２０は、対象画像Ｉ（ｘ，ｙ，ｚ）とシ
ード点群ｐｊ

ｓｅｅｄ＿ｉを用いて、ステップＳ１１２０と同様に、複数の部分形状を推
定する。この際、前回取得した抽出結果Ｒを参考して推定処理を行うことができる。例え
ば、抽出結果Ｒの形状が楕円体である場合、形状推定部１０２０は、対象物の部分形状を
楕円体として推定する。また，前回と同じ方法で部分形状を推定する場合、前回のシード
点群と修正後のシード点群が重複しているシード点に対応する部分形状は、前回推定され
たものを利用する。これにより、より効率的に処理を実行することができる。新しく取得
された部分形状をＱｊ

ｉとする。
【００７３】
　ステップＳ３０３０において、形状結合部１０３０は、ステップＳ３０２０で取得した
部分形状Ｑｊ

ｉを結合し、概略形状Ｑｊとして取得する。この処理は第1実施形態の図３
で説明したステップＳ１１３０と同様の処理であるため、説明を省略する。
【００７４】
　ステップＳ３０４０において、抽出部１０４０は、ステップＳ３０２０で取得した対象
画像Ｉ（ｘ，ｙ，ｚ）と、ステップＳ３０１０で取得したシード点群ｐｊ

ｓｅｅｄ＿ｉ、
およびステップＳ１１３０で取得した概略形状Ｑｊを用いて、対象物を抽出する。この処
理は第1実施形態の図３で説明したステップＳ１１４０と同様の処理であるため、説明を
省略する。
【００７５】
　繰り返し処理が必要でないと判断された場合は、ステップＳ３０５０での表示制御部は
、抽出結果を表示する。ステップＳ３０５０の処理は、第1実施形態の図３で説明したＳ
１１５０と同様の処理であるため、説明を省略する。
【００７６】
　本発明の第三の実施形態に係る画像処理装置によれば、対象物領域の抽出結果と、その
概略形状との差が小さくなるため、より適切な概略形状と抽出結果を取得することができ
る。
【００７７】
　本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにお
ける１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。ま
た、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【００７８】
　上述の各実施形態における画像処理装置および画像処理システムは、単体の装置として
実現してもよいし、複数の情報処理装置を含む装置を互いに通信可能に組合せて上述の処
理を実行する形態としてもよく、いずれも本発明の実施形態に含まれる。共通のサーバ装
置あるいはサーバ群で、上述の処理を実行することとしてもよい。この場合、当該共通の
サーバ装置は実施形態に係る画像処理装置に対応し、当該サーバ群は実施形態に係る画像
処理システムに対応する。画像処理装置および画像処理システムを構成する複数の装置は
所定の通信レートで通信可能であればよく、また同一の施設内あるいは同一の国に存在す
ることを要しない。
【００７９】
　本発明の実施形態には、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラム
を、システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータが該供給
されたプログラムのコードを読みだして実行するという形態を含む。
【００８０】
　したがって、実施形態に係る処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータに
インストールされるプログラムコード自体も本発明の実施形態の一つである。また、コン
ピュータが読みだしたプログラムに含まれる指示に基づき、コンピュータで稼働している
ＯＳなどが、実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によっても前述した実施形態の
機能が実現され得る。
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【００８１】
　上述の実施形態を適宜組み合わせた形態も、本発明の実施形態に含まれる。
【符号の説明】
【００８２】
　１００　画像処理装置
　１０００　画像取得部
　１０１０　シード点取得部
　１０２０　形状推定部
　１０３０　形状結合部
　１０４０　抽出部
　１０５０　表示制御部
　１０３５　形状修正部
　１０４５　継続判定部

【図１】 【図２】
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【図１４】 【図１５】
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